
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

日本語が十分でない外国人児童生徒が在籍の場合 

「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」 実施体制（四日市市教育委員会） 

  

 

【成果と今後の課題】 

オンラインを活用した拠点型の翻訳・通訳支援により、多くの学校が外国人児童生徒及び保護者との連絡や連携をスムーズに取ることができるようになった。一方、外国人

児童生徒に対する受け入れ・指導体制については、「いずみ」教室や拠点校等で体制が整っている反面、外国人児童生徒が少ない学校においては、担当者など一部の者に任

されている現状がある。初期適応指導教室を修了後の在籍校での学習については、JSL カリキュラムによる分かりやすい授業づくりで力をつけていくことが求められる。さらな

る研修と情報提供を進め、教科指導を通して「日本語で学習活動に参加する力」を育成できるような授業づくりを推進し、学力・進路保障につなげていていく必要がある。 

初期適応指導教室「いずみ」 

＊日本語の初期指導（小学校低学年

程度）、学校生活への適応指導（２

ヶ月～最長６カ月の通級指導） 

＊保護者へのオリエンテーションや相談 

在籍校 

＊適応指導員を派遣し、日本語指導・

学習補助・就学相談等を実施する。 

（小・中学校４０校に派遣） 

拠点校 

＊初期指導教室があり、来日してす

ぐの児童生徒に、日本語の初期指

導を行う。 

（市内に４校設置） 

【課題】 

外国人の居住区の分散化が進み、市

内全域に外国人児童生徒が在籍する

ようになった。拠点校だけでなく、一

般校においても受入れ態勢づくりや

JSL カリキュラムに基づいた授業づく

りを進めていくことが必要である。ま

た、近年の外国人の定住化傾向から、

これまで以上に学力・進路保障が重要

となってきている。そのため、日本語

が十分でない外国人児童生徒に対し

指導体制等を再度確認・整備していく

必要がある。 

【主な実施事業の概要】 

・拠点校の設置 

・初期適応指導教室の設置 

・在籍校へ適応指導員の派遣 

・オンライン翻訳・通訳の実施 

・外国人幼児児童生徒教育検討委員会

の実施 

・指導員等の研修会の実施 

・プレスクール・進学ガイダンス等就

学進学支援 

・外国人児童生徒教育担当者研修会の

実施 

外国人幼児児童生徒等教育検討委員会の実施 

＊外国人児童生徒の定住化および日本での進路保障に対応するための学習言語力向上指導 

 
指導員等の研修会の実施 

＊適応指導員、担当職員研修会（年２回の実施） 

 
外国人児童生徒等教育担当者研修会の実施 

＊各校の外国人児童生徒教育担当者研修会。外部講師を招聘。 

【成果イメージ資料】 

進学ガイダンス及びプレスクール等就学支援 

＊進学・就労に係る説明・相談 

＊小学校入学に係る学習支援等 
 

通訳・翻訳支援 

＊オンラインを活用した拠点型に翻訳及び通訳 


